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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年９月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２５年３月１日 ０３時１５分ごろ 

発生場所 京都府舞鶴市金
かな

ケ
が

岬北岸 

 舞鶴市所在の博奕
ば く ち

岬灯台から真方位２１３°１.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°３１.５′ 東経１３５°１９.４′） 

事故調査の経過  平成２５年４月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 白寿
はくじゅ

丸、１４トン 

 ＫＴ２－８９０（漁船登録番号）、個人所有 

 １４.９９ｍ（Lr）×３.８０ｍ×１.３３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４７８.１０kＷ、昭和６０年５月１６日 

 第２５１－１５９３１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和４９年８月１６日 

  免許証交付日 平成２０年５月１３日 

         （平成２６年４月５日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ２８歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２３年７月１日 

  免許証交付日 平成２３年７月１日 

         （平成２８年６月３０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首部に凹損及び右舷中央部船底に破口 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員Ａほか２人の甲板員が乗り組み、平成２５

年２月２８日００時００分ごろ舞鶴市舞鶴漁港を出港し、０３時３０

分ごろ京都府京丹後市経
きょう

ケ
が

岬北西方１０Ｍ付近の漁場に到着して底

引き網漁の操業を行い、３月１日００時３０分ごろ、操業を終え、同

漁場から舞鶴漁港に向けて帰途についた。 

 船長は、経ケ岬北東方沖において、約７.８ノットの対地速力で自

動操舵によって南東進中、０１時３０分ごろ漁獲物の選別作業及び甲



- 2 - 

板上の片付けを終えて昇橋した甲板員Ａと船橋当直を交代し、操舵装

置後方の寝台で休息をとるために移動した。 

 甲板員Ａは、操舵装置後方の背もたれ付きの椅子に腰を掛け、レー

ダー画面上に表示させていた変針予定場所の京都府伊根町新井
に い

埼東方

沖において、舞鶴港口の舞鶴港金ケ埼東方灯浮標（以下「東方灯浮

標」という。）に向けて南進した。 

 甲板員Ａは、伊根町鷲
わし

埼南東方沖において、ふだんのように東方灯

浮標と舞鶴港口灯浮標の間を航行するため、自動操舵の針路設定つま

みを右に少し回して針路を右に変え、椅子に腰を掛けて船橋当直を行

っていたところ、もう少しで当直交代場所に達することで気持ちが緩

み、居眠りに陥った。 

 本船は、東方灯浮標を通過したのち、金ケ岬付近に向けて南進し、

０３時１５分ごろ舞鶴港港口の金ケ岬北岸の岩場に乗り揚げた。 

 船長は、衝撃で乗り揚げたことに気付き、本船の損傷状況を甲板員

に確認させ、魚倉及び機関室に浸水を認めたものの、自力航行可能と

思い、自力で離礁して近くの造船所に向けて航行することとし、家族

に造船所の担当者に連絡するように伝え、本船を造船所の岸壁に係留

後、１１８番通報を行い、京都府漁業協同組合連合会に対し、オイル

フェンスの手配を依頼した。 

 本船は、着底して甲板上まで水没し、後日、台船で引き上げられ

た。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮期、潮高 約９cm（舞鶴西港） 

 その他の事項 

 

 本船は、ふだん、００時００分ごろ舞鶴漁港を出港し、経ケ岬北西

方沖の漁場で底びき網漁の操業を行い、翌日０４時３０分ごろまでに

舞鶴漁港に帰港して水揚げを行っていた。 

 本船は、１回当たり約２時間を要する操業を 1 日に８～１１回繰り

返していた。 

 甲板員Ａは、えい
．．

網時に休息をとることができたものの、魚の選別

やその合間に食事をとったりしており、操業中に寝ることはほとんど

できなかった。 

 本船は、出入港時及び漁場での操業中は船長が操船し、帰航時につ

いては、漁獲物の選別等が終わってから舞鶴港に接近するまで、居眠

り防止のため、甲板員Ａ及び他の甲板員の２人で船橋当直を行うこと

としていた。 

 甲板員Ａは、本事故当時、他の甲板員に操業による疲れの様子が見

られたので、船橋当直を１人で行うことにしたが、当直交代時、船長

にその旨を連絡しなかった。 

 船長は、ふだん、船橋当直交代時、甲板員に対し、眠気を生じた

り、他船が接近して不安を感じたりすれば、すぐに船長を起こすよう
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に指示をしていた。 

 甲板員Ａは、２８日の１２時ごろに起床し、１９時００分ごろに翌

日の出港決定の連絡を受け、ふだん、出港前にとっていた約２時間の

睡眠をとれなかった。 

 甲板員Ａは、本事故当時、丸１日の操業後であったので、睡眠不足

及び疲労を感じていた。 

 本船の喫水は、船首約０.８ｍ、船尾約２.１ｍであった。 

 本船には、居眠り防止装置が設置されていたが、船長が、操業中、

えい
．．

網終了時間の確認のため、タイマーとして使用しており、航行中

は使用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、舞鶴漁港に向けて自動操舵で南進中、単独で船橋当直中の

甲板員Ａが、操舵装置後方の椅子に腰を掛けていたところ、居眠りに

陥ったことから、舞鶴港港口の金ケ岬北岸の岩場に乗り揚げたものと

考えられる。 

 甲板員Ａは、出港前に睡眠をとることができず、出港後も連続した

操業で睡眠をとることができなかったことから、睡眠不足及び疲労が

蓄積した状態となっていたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、舞鶴漁港に向けて自動操舵で南進中、単

独で船橋当直中の甲板員Ａが居眠りに陥ったため、舞鶴港港口の金ケ

岬北岸の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・居眠り防止のため、２人当直体制を守ること。 

 ・やむを得ず１人で当直を行う場合には、時々、椅子から立ち上が

るなどして居眠り防止措置をとること。 

 ・居眠り防止装置を設置している船舶は、同装置を活用すること。 

 


